
 福知山市地域防災力向上補助金交付要綱を次のように定める。 

 

  令和８年３月３０日 

 

福知山市地域防災力向上補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号。以下「法」という。）

第５条第２項の規定に基づき、自主防災組織（法第７条の規定及び福知山市地域防災

計画により、災害から地域社会を守るため、本市の自治会又は一定のまとまりのある

地域において、住民が自発的に結成し運営する組織をいう。以下同じ。）の活動を支

援し、地域の防災力の向上を図るため、予算の範囲内で福知山市地域防災力向上補助

金（以下「補助金」という。）を交付することについて、福知山市補助金交付規則（昭

和２８年福知山市規則第５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な

事項を定めるものとする。 

（補助対象団体） 

第２条 補助金の交付対象は、自主防災組織とする。 

（補助対象事業） 

第３条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次の各号

に掲げる区分に応じ、それぞれ該当各号に定める事業とし、当該年度内に実施された

事業とする。 

（１）資機材整備事業 初期消火、水防、避難誘導、救出又は救助、救護、情報収集及

び伝達その他の災害時に必要となる資機材等の整備を行うものをいう。 

（２）防災訓練事業 地域住民全員を対象とした防災訓練を実施するものをいう。 

（３）研修・啓発事業 地域住民全員を対象とした研修や啓発を実施するものをいう。 

（４）その他防災活動事業 前３号掲げるもののほか、地域の防災力向上に資すると認

められる取組等をいう。 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表に

定めるものとする。 

（補助金の額等） 

第５条 単一の自治会で構成される自主防災組織に対する補助金の額は、補助対象経費

に３分の１を乗じて得た額とし、補助金の限度額は２０，０００円とする。 

２ 複数の自治会により構成される自主防災組織に対する補助金の額は、補助対象経費

に３分の１を乗じて得た額とし、補助金の限度額は２０，０００円に構成する自治会

の数を乗じて得た額とする。 

３ 複数の自主防災組織が、協働で実施する事業（以下「協働事業」という。）につい

ては、補助金の額を補助対象経費に補助率３分の１を乗じて得た額とし、補助金の限

度額は、２０，０００円に各自主防災組織を構成する自治会の数を乗じて得た額とす

る。この場合において、共同で補助金を申請する各自主防災組織は、当該年度に限り、

本補助金を単独又は他の協働事業として申請することはできない。 

４ 補助金の額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとす

る。 



５ 補助金の申請回数は、自主防災組織ごとに１年度につき１回とする。 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする自主防災組織（以下「申請者」という。）は、

補助対象事業の完了後、次の各号に掲げる書類を添えて、電磁的方法により市長に申

請しなければならない。 

（１）自主防災組織の規約 

（２）領収書 

（３）事業実施を証する写真 

（４）申請者の身分証明書 

（５）その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の電磁的方法によることができない場合は、同項の書類に加え、次の書類を添

付し、書面により申請することができる。 

（１）福知山市地域防災力向上補助金交付申請書兼請求書（兼受領委任状）（別記様式

第１号） 

（２）事業実施報告書（別記様式第２号） 

（３）協働事業実施に関する届出書（別記様式第３号） 

（交付申請の期間等） 

第７条 補助金申請の期間は、毎年度４月１日から３月３１日までとする。ただし、書

面による申請の場合、年度の末日が週休日に当たるときは、その日前においてその日

に最も近い日曜日又は土曜日でない日を申請期限とする。 

（交付決定及び額の確定） 

第８条 市長は、第６条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助

金の交付の可否及び交付額を決定し、福知山市地域防災力向上補助金交付決定通知書

（別記様式第４号）により申請者に通知する。 

（補助金の支払） 

第９条 市長は、前条の交付決定額に基づき、申請者が指定する口座に補助金を支払う

ものとする。 

２ 交付決定額が申請額と異なる場合は、交付決定額をもって請求額とみなす。 

（補助金の交付の取消し及び返還） 

第10条 市長は、申請者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定

の全部又は一部を取り消し、又は変更するとともに、既に補助金が交付されていると

きは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。 

（１）虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２）同一の事業に対して、他の補助金、助成金等の交付を受けたとき。 

（３）規則又はこの要綱の規定に違反したとき。 

 

   附 則 

（施行期日） 

第１条 この要綱の規定は、令和８年４月１日から施行する。 

（福知山市自主防災組織育成事業補助金交付要綱及び福知山市自主防災組織育成事業

補助金交付要綱実施細目の廃止） 

第２条 次に掲げる要綱及び実施細目は廃止する。 

（１）福知山市自主防災組織育成事業補助金交付要綱（平成２９年１０月１日施行） 



（２）福知山市自主防災組織育成事業補助金交付要綱実施細目（令和３年７月１日施行） 

 



別表（第４条関係） 

 

補助対象経費一覧表 

事業 対象経費 具体的な内容の例 

資機材整備事業 
備品購入費 

おおむね単価が３万円以上の資機材の購入に係る費用 

なお、想定される具体的な資機材については、資機材等例示一覧に定める。 

消耗品費 
おおむね単価が３万円未満の物品の購入に係る費用 

なお、想定される具体的な物品については、資機材等例示一覧に定める。 

リース料 ＡＥＤのリースなど、購入よりも費用対効果の高いと認められる費用 

通信費等 Ｗｉ-Ｆｉ等の通信料、Ｗｅｂ会議システム等のアカウント利用料など 

修繕費 上記、備品購入費の対象となる備品を修繕する費用 

防災訓練事業 

研修・啓発事業 
消耗品費 訓練や研修・啓発に係る消耗品費 

施設使用料 訓練や研修に係る会場の使用料 

委託料 会場設営等、訓練や研修・啓発に係る委託料 

印刷製本費 チラシ、ポスター、地域版防災マップ等の印刷に係る費用 

その他防災活動事業 保険料 防災活動に係る保険料 

研修旅費 防災士養成講座など防災に資する外部研修の受講に係る旅費 

受講料 防災士養成講座など防災に資する外部研修の受講に係る受講料 

上記のほか、特に必要と認めるもの 



別記様式第１号（第６条関係） 

年  月  日  

福知山市長       様 

 

                            〒 

                    住 所 福知山市 

                    組 織 名  

                    代表者職・氏名  

                    電 話 番 号  

 

 

福知山市地域防災力向上補助金 

交付申請書兼請求書（兼受領委任状） 

 

福知山市地域防災力向上補助金交付要綱第６条の規定により、下記のとおり補助

金の交付を申請します。 

 

記 

 

１ 補助申請（請求）金額          円 

 

   補助上限額              円 ※自治会数×20,000円 

   総事業費の３分の１          円 ※1,000円未満切捨て 

 

２ 事業の完了月日     年  月  日 

 

３ 振込先口座（受領委任） 

口 座 

振 替 

(送金) 

依 頼 

金 融 機 関 名 種目 口 座 番 号 

         銀 行          本 店 
         信 用 金 庫          支 店 
         農業協同組合          支 所 

普通 

当座 
       

口座名義 

(ｶﾀｶﾅ) 

 

  □申請者（請求者）と振込先口座名義人が異なりますが、口座名義人に本補助金の受領に

関する一切の権限を委任しました。 

 

添付書類 

□ 自主防災組織規約    □ 事業実施報告書   □ 領収書（写し） 

□ 事業実施を証する写真  □ 申請者の身分証明書 

□ その他（                     ） 

 

 申請に当たり取得した個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成15年法第57号）第2条第1項に規定する個人

情報をいう。）は、本補助金の審査にのみ使用します。 

※交付決定額が申請額と異なる場合は、交付決定額をもって請求額とみなします。 



別記様式第２号（第６条関係） 

 

事業実施報告書 

 

 

１．総事業費             円 

 

２．事業費内訳 
（１）資機材整備事業 

経費 金額（円） 具体的な内容 

備品購入費   

消耗品費   

リース料   

通信費等   

修繕費   

その他   

合 計   

（２）防災訓練事業、研修・啓発事業 

経費 金額（円） 具体的な内容 

消耗品費   

施設使用料   

委託料   

印刷製本費   

その他   

合 計   

（３）研修・啓発事業 

経費 金額（円） 具体的な内容 

保険料   

研修旅費   

受講料   

その他   

合 計   

  



別記様式第３号（第６条関係） 

 

協働事業実施に関する届出書 

 

 

 本事業は、以下の自主防災組織により協働で実施したことを届け出ます。 

 なお、福知山市地域防災力向上補助金交付要綱第５条第３項のとおり、当該年度にお

いては、本補助金を単独又は他の協働事業として申請することはできないことについ

て、承諾します。 

 

代表団体 

組 織 名                        

代表者職・氏名                        

電 話 番 号                        

 

協働団体１ 

組 織 名                        

代表者職・氏名                        

電 話 番 号                        

 

協働団体２ 

組 織 名                        

代表者職・氏名                        

電 話 番 号                        

 

協働団体３ 

組 織 名                        

代表者職・氏名                        

電 話 番 号                        

 

協働団体４ 

組 織 名                        

代表者職・氏名                        

電 話 番 号                        

 

協働団体５ 

組 織 名                        

代表者職・氏名                        

電 話 番 号                        

 

【留意事項】 

 上記団体の代表者に対し、協働事業の実施について電話にて確認させていただくこと

があります。  



別記様式第４号（第８条関係） 

福知山市指令第  号 

   年  月  日 

 

 

 様 

 

福知山市長       

 

 

    年度 福知山市地域防災力向上補助金交付決定通知書 

 

 

年  月  日付けで申請のあった福知山市地域防災力向上補助金については、

福知山市地域防災力向上補助金交付要綱第８条の規定により、下記のとおり額を決定し

たので通知します。 

  

記 

 

 

 

補助金の交付決定額      円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【留意事項】 

１ 次のいずれかに該当するときは、この補助金交付の指令を取り消し、若しくは変更

し、又は補助金の全部若しくは一部を交付せず、又はその返還を命ずることがありま

す。 

（１）虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２）同一の事業に対して、他の補助金、助成金等の交付を受けたとき。 

（３）福知山市補助金交付規則又は福知山市地域防災力向上補助金交付要綱の規定に違

反したとき。 

２ 補助金は、交付決定のあった日から１５日以内に指定の口座へ振込みます。振込み

について、改めて通知は行わないものとします。 

 

福知山市危機管理室 電話：        


